
産業廃棄物処理業における切れ・こすれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

3 15~16

本社工場内で、箱の中に入っている鉄屑をクレーンの下へ出している作業中、箱の

中に古い機械が入っていたので取り出そうとしたところ、その機械に切りカスがつ

いていたため、指を切り出血した。

66

10

～

29

3 17~18

資材置場にて鉄板に付いた木板を剥がしていた時、鉄板と木板の間に工具と手を入

れ、持ち上げようとした所、工具が不安定で手の方に動き、工具の刃が指に刺さっ

た。

53
1～

9

3 10~11

リサイクルセンター内で産廃ゴミを選別中、トン袋に入っていたオイル缶を（潰れ

ている、中小缶、アルミ製）鉄類の置き場へ置くため、取り出していたところ（作

業中はゴム手袋を着用）、手に持った缶が鋭利にとがっていたため、左手小指の先

を裂傷した。

53

30

～

49

4
15～

16

当社作業場にて（陶磁器ガラスゴミ置場）、包丁を踏んでしまい左足底部を負傷し

た。
45

30

～

49

5
13～

14

当社廃棄物処理場において廃棄物を分別していた際、鋭利な刃物があったために左

人差し指および中指を切ってしまった。
67

30

～

49

5 7～8
事業所にて作業開始前に、作業服に着替中に落し物をし、ベランダに出たところ、

左足でガラス片を踏み負傷した。
20

100

～

299

10～ 丸い塩ビ管を切断する為、台の上に塩ビ管を載せて丸鋸で切断していた時、丸鋸が
10



6
11 跳ね返り右大腿部を挫創した。

67 ～

29

7
9～

10

工場にて、トラックにドラム缶を積み込もうとしているとき、右手でドラム缶を引

きながら、左手でトラックの荷台の扉を開けようとした。 右手ばかりを見てい

て、左手に集中していなかったため、左手を金具に挟み込んでしまった。

35
1～

9

7
16～

17

客先にて、廃棄物をコンテナ内に手積みで積込んでいた際に、板ガラスがあったの

で割れたりすると危険だと思い、安全策としてプラスチック容器に入れて、コンテ

ナ左後方に置いて作業をしていたところ、左に振り向いた際に板ガラスに接触し切

創した。

43

50

～

99

9
16～

17

公民館の所で、可燃粗大の収集をしている際、気付かずにガラス片を右手の甲にさ

してしまった。 その際、手袋は装着していたが、手袋ごとささってしまった。 止

血の為、作業を終了し、帰社して、消毒を行い帰宅した。

37

10

～

29

9
11～

12

当社敷地内において数名で樹木・雑草の清掃作業中に、同僚（M氏）がエンジン付

草刈り機を使用して雑草の刈り取り作業をしている際、近くで後ろ向きで樹木の枝

下ろし作業をしていた当人に気付かず、草刈り機の刃部分が当人の左足ふくらはぎ

部分に当たり受傷したものである。

35

50

～

99

9
13～

14

当社構内の屋内処分場にて、二重ガラスサッシを地図に置き、しゃがみ込んだ姿勢

で、右手にゴム手袋をした上でハンマーを持ち、ガラスの破砕作業を行っていた、

サッシの右端のガラスを破砕する際、力を込めハンマーを振り降ろしたところ、ガ

ラスを割った勢いが止まらず、サッシに残っていたガラス破片に右手中指が当たり

裂傷を負ったものである。

56

10

～

29

10
14～

15

弊社内で、破砕機投入コンベアーのゴムの部分がめくれていたため、カッターでめ

くれた部分を切り取っている時に手元が滑り、左ふくらはぎを切った。 出血して

いた。

46

50

～

99

10
16～

17

（産廃の事業の一環） 高速カッターで塩ビ管（ビニール製・直径5cm）を1m位に

カット作業中、左後ろに置いてある、カットしていない塩ビ管を取ろうと左後ろの

方に体を傾けた時、カッターの刃に右膝が当たり負傷。 手動（ハンドルの下に

ON、OFFのスイッチがあり押すとON（稼働）、放すとOFF）のスイッチから手を

39
1～

9



放したが回転は直ぐには止まらないため、止まりかけの回転中の刃に当たる。

12 9~10

会社敷地内駐車場にて、除雪した雪を移動する為に載せるモッコ（網）の玉掛け用

ロープが長かった為、切断しようとした時、手元がくるい右手で持ったカッターで

左手親指を切った。 今後、刃物を扱う時には皮手袋の着用、慎重に取り扱い作業

する等、朝礼で安全作業の徹底を指導した。

46

50

～

99

12 14~15

自社作業場で、廃材として回収した樹木（長さ30㎝に切断したもの）を油圧式薪

割り機（高さ50㎝位）を使って割る作業をしていたとき、樹木（薪）が転がらな

いように手で押さえていたが、薪が動いた拍子に右手が滑り、薪を割るための突起

物に挟まり、右手中指末節部の軟部を欠損した。

29

10

～

29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html
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